
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

インフルエンザ出席停止期間について 

 

インフルエンザに罹患した場合、学校保健安全法第１９条に基づき、学校を休んだ日が出席停止の扱いとなります。

平成 24年度より出席停止基準が変更され、インフルエンザの場合は 

 「発症した後 5日を経過し、かつ解熱後 2日を経過するまで」となっています。 

 これにより、「発症した後 5日を経過」と「解熱した後 2日を経過」の両方を満たす期間、登校することができま

せん。どんなに早く熱が下がったとしても、最短でも、発症した後 5日は出席停止となります。 

 熱が下がった日によって、出席停止期間が延長していきます（下表の例４，例５参照） 

 

 発症日は病院を受診した日ではなく、インフルエンザ様症状がはじまった日です。医師に症状を伝え、

指定された日が症状出現日となり０日目とします。 

 解熱後２日は平熱になった日を０日目とし、翌日を１日目、翌々日を２日目と数えます。 

 

 

 

 インフルエンザ出席停止期間早見表  

  発症日 発 症 後 

 

 

        

0日目 1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 7日目 8日目 

例１ 発症後 1日目に 

解熱した場合 

（最短基準） 

発熱 解熱 
解熱後 

1日目 

解熱後 

2日目 

発症後 

4日目 

発症後 

5日目 
   

出席停止 出席停止 出席停止 出席停止 出席停止 出席停止 登校可能   

例２ 発症後 2日目に 

解熱した場合 
発熱 発熱 解熱 

解熱後 

1日目 

解熱後 

2日目 

発症後 

5日目 
   

出席停止 出席停止 出席停止 出席停止 出席停止 出席停止 登校可能   

例３ 発症後 3日目に 

解熱した場合 
発熱 発熱 発熱 解熱 

解熱後 

1日目 

解熱後 

2日目 
   

出席停止 出席停止 出席停止 出席停止 出席停止 出席停止 登校可能   

例４ 発症後 4日目に 

解熱した場合 
発熱 発熱 発熱 発熱 解熱 

解熱後 

1日目 

解熱後 

2日目 
  

出席停止 出席停止 出席停止 出席停止 出席停止 出席停止 出席停止 登校可能  

例５ 発症後 5日目に 

解熱した場合 
発熱 発熱 発熱 発熱 発熱 解熱 

解熱後 

1日目 

解熱後 

2日目 
 

出席停止 出席停止 出席停止 出席停止 出席停止 出席停止 出席停止 出席停止 登校可能 

その後は解熱した日によって出席停止日が順次延長されていきます。 

 

１２  １      ７ ００  39.0       ５  ００  39.0 

１２  ２      ７ ００  38.5       ５  ００  38.5 

１２  ３      ７ ００  37.0       ５  ００  37.0 

１２  ４      ７ ００  36.5       ５  ００  36.5 

１２  ５      ７ ００  36.5       ５  ００  36.5 

１２  ６      ７ ００  36.5       ５  ００  36.5 
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記入例 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

どの場合でも 5日目までは出席停止です。 

 

必ず保護者の方が

記入するようにお

願いします。 

こちらの余白に忘れず

に保護者署名と捺印を

お願いします。 
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